
飲食店時短営業等実施店舗 ※この様式は、１店舗につき１枚作成してください※　

※四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の店舗のみ記入してください※

月曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

火曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

水曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

木曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

金曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

土曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

日曜日 時 分 ～ 時 分 □　定休日

10月1日（金） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月2日（土） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月3日（日） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月4日（月） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月5日（火） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月6日（水） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月7日（木） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月8日（金） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月9日（土） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月10日（日） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月11日（月） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月12日（火） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月13日（水） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

10月14日（木） □　時短営業 時 分 ～ 時 分 □　休業

※１）複数の対象店舗を有する場合は、この様式をコピーして各店舗分を作成してください。

※２）要請前の通常の営業時間を記載してください。

「あんしん　みえリア」
認証店は

以下に☑してください。

□
※認証店が緩和措置を受ける
場合は、21時までの
時短営業が可能になります。

店舗についての情報　※１

※３）要請中の営業時間を記載してください。時短営業終了後以降デリバリーやテイクアウトのみとした場合は、その部分の営業時間を除
外して記載してください。終日休業した場合又は定休日の場合は、休業にチェックを入れてください。
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別紙①


